
令和７年３月　黒部市農業委員会

農作業標準料金　　令和７年～令和９年分
基準 消費税抜 消費税込 備　　考

8,900円～

10,400円

１時間 2,080円 （不課税) ・作業内容や時間によって当事者間で要協議。

耕起～代かき 10ａ 16,800円 18,480円 ・トラクター50馬力級を標準規格とする。

耕　起 10ａ 8,400円 9,240円

あらくり/代かき 10ａ 4,200円 4,620円

あらくり＋代かき 10ａ 8,400円 9,240円

秋耕＋溝切 10ａ 8,900円 9,790円

10ａ 9,800円 10,780円
・８条植えを標準規格とする。
・苗代、補植、肥料代、運搬代は含まない。
・田植え時の薬剤散布（除草剤、箱施用剤）を含む。

10ａ 2,100円 2,310円
・自走式ラジコン動噴（セット）の料金はこれに準ずる。
・農薬代は含まない。

10ａ 990円 1,089円 ・農薬代は含まない。

10ａ 24,800円 27,280円
・５条刈りコンバインを標準規格とする。
・収穫物の運搬代は含まない。

１ｍ 84円 92円
・土畦畔の料金とする。
・ブロックやコンクリート畦畔の場合は当事者間で要協議。

乾 燥 １kg 22円

調 製 １kg 13円

色 彩 選 別 １kg 14円

10ａ 16,000円 17,600円
・トラクター50馬力級を標準規格とする。
・耕起、整地、播種、溝切り作業の料金とする。

10ａ 22,500円 24,750円
・５条刈りコンバインを標準規格とする。
・収穫物の運搬代は含まない。

10ａ 16,400円 18,040円
・トラクター50馬力級を標準規格とする。
・耕起、整地、播種、溝切り作業の料金とする。

10ａ 9,700円 10,670円 ・１回分の料金とする。

10ａ 23,700円 26,070円 ・収穫物の運搬代は含まない。

乾 燥 １kg 20円 ・袋代、運搬代は含まない。

調 製 １kg 20円 ・袋代、運搬代は含まない。

10ａ 5,400円 5,940円 ・２ｔ散布の料金とし、堆肥代、運搬代は含まない。

10ａ 1,600円 1,760円 ・ケイカル代は含まない。

10ａ 8,400円 9,240円
・耕起作業と同額とする。　・畦畔の除草は含まない。
・管理されず雑草の繁茂が著しい場合の料金とする。
・ロータリーでの簡易作業の場合は当事者間で要協議。

農地標準賃借料　　令和７年～令和９年分　(10aあたり)
収　量 区分 料　金

520ｋｇ 1 7,100円

500ｋｇ 2 4,200円

480ｋｇ 3 1,400円

460ｋｇ 4 1,000円

基盤整備
された１筆
20a～30a
以上の
水稲田

・１筆20a～30a以上の基盤整備された水稲作付田の標準料金です。
・これを参考に圃場の条件や状態等により当事者間で協議のこと。
・未整備、強湿、山間地等の条件不利な農地は、区分を下げるなど
　当事者間で協議のこと。
・消費税は非課税です。
・畑や転作田は、標準料金を定めていません。

単価に数量を
掛けて算出

堆 肥 散 布

ケ イ カ ル 散 布

トラクターでの耕作放棄
農地の除草・耕起

【注意事項】
・ この料金は、環境条件の整った圃場（平坦地）を想定して定めています。未整備田、変形田、強湿田、遠距離田など、条件や
　状態が異なる圃場の料金は、標準料金を参考に当事者間で協議のこと。
・ 標準規格以外での料金は、実情に合わせ、当事者間で協議のこと。今回から、トラクターは50馬力級を標準としています。
・ 薬剤散布料金については、大麦や大豆も水稲と同額とします。
・ 機械作業の料金には、それぞれオペレーター１名の賃金を含んでいます。必要な補助作業員の賃金は別途必要になります。
・ 農業機械や収穫物、肥料、資材等の移動費や運搬代は含んでいません。当事者間で協議のこと。
・ 適用期間中に機械価格や経費等、算定の基礎となる重要事項に著しい変動があったときは、見直す場合があります。

備　　考

単価に数量を
掛けて算出

・乾燥機は60石、籾摺機は５インチを標準規格とする。
・袋代、運搬代は含まない。
・色彩選別は乾燥調製と一連の作業と仮定し、人件費
　は含まない。

大
麦

ト ラ ク タ ー

コ ン バ イ ン

大
　
豆

ト ラ ク タ ー

土寄せ（カルチ）

コ ン バ イ ン

乾燥
調製

水
　
　
稲

ト

ラ

ク

タ
ー

側条施肥田植機

薬剤散布（乗用管理機)

薬剤散布（動力散布機)

コ ン バ イ ン

あ ぜ ぬ り

乾燥
調製

令和７年から令和９年分の農作業標準料金および農地標準賃借料を次のとおり改定しました。
農作業の受委託や農地の賃貸借契約の参考にしてください。
定めのない事項・作業の料金については当事者間で協議してください。

作業種別

賃
 

金

一 般 農 作 業 １日 （不課税) ・実労働時間８時間とする。

オ ペ レ ー タ ー


